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【平成 28 年度事業計画】 

 

1. 活動の基本方針 

今年度は公益社団法人への移行認定後 5年目となります。この新公益法人制度を踏まえて、

(公財)全国法人会総連合でもこれまでの「基本指針」を見直し、それに代わるものとして、

新「理念」を次のとおり定めました。 

 

 

 

 

 

 

北沢法人会憲章「めざします 企業の繁栄と社会への貢献」も、この新しい「理念」の内

容に沿ったものであり、引き続きこの憲章を掲げ、当会は 

(1)  税のオピニオンリーダーとして、税に関する研修会等を通じ、納税意識の高揚と税知

識の普及啓蒙を図ります。 

(2)  研修活動・情報提供を通じて、地域企業の健全な発展を支援し、会員相互の交流・情

報交換を促進して、企業価値の向上を支援します。 

(3)  地域の未来を担う人材の育成を支援し、社会貢献活動を通じて地域の振興に寄与しま

す。 

このために、今年度も引き続き ①会員増強 ②公益事業の推進 ③会員相互の交流の推

進 ④研修等への会員参加率の向上 ⑤広報活動の推進 ⑥事務局の充実 を重点課題と

して取り組んで参ります。 

 

当会は、会員の各々が志の高い経営者であるとの矜持を持ち「税について」「地域企業の

発展について」「地域社会への貢献について」考え実践する団体を目指します。当会の組織

を「マグネティック・フィールド」として地域の異業種の集いである会員の皆様とともに研

鑚・交流を重ね有意義な活動を推進することを基本方針といたします。 

 

2. 事業計画 

(1) 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業(公 1) 

 1) 税知識の普及を目的とする事業(公 1-1) 

① 新設法人説明会(年 5回) 

② 決算法人説明会(年 6回) 

③ 年末調整説明会 11月 8日(火) 

④ e－Tax研修会   

⑤ 本部税務研修会  

法人会は税のオピニオンリーダーとして 

企業の発展を支援し 

地域の振興に寄与し 

国と社会の繁栄に貢献する 

経営者の団体である 



 

⑥ 支部税務研修会 

⑦ 部会税務研修会 

 

2) 納税意識の高揚を目的とする事業(公 1-2) 

① ホームページ＆広報誌による税情報の発信 

② せたがや梅まつりでの税金クイズ 

③ 「税を考える週間」での広報活動 

④ 地域イベント等への参加による税金クイズ 

・豪徳寺沖縄祭り、しろやまフェスティバル 

・日大さくらまつり 

・花まつり、ちとふな祭り、ちとふな盆踊り、ふれあい祭り 

・蘆花まつり 

 

   3) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業(公 1-3) 

① 税制改正要望の取りまとめと提言 

② 税制改正要望全国大会(10月長崎県)への参加 

③ 全国青年の集い(9月北海道旭川市)への参加 

④ 全国女性フォーラム(4月福島県)への参加(絵はがきコンクールの実施) 

 

(2) 地域企業の健全な発展に資する事業(公 2) 

1) 記帳指導(年 12回) 

2) 法律相談(年 6回) 

3) 実務簿記講座(年 1回) 

4) パソコン教室 

5) 公開講演会の実施(年 2回) 

 

(3) 地域社会への貢献を目的とする事業(公 3) 

1) 地域清掃活動 

① クリーンウォーク 

② あしなが Pウォーク 

③ 清掃・いも煮会 

2) 献血活動 

3) エコキャップ活動 

4) 地域イベント等への参加  

① 北澤八幡祭り(青年部) 

② さくらフェスティバル(下北沢支部) 

③ 経堂まつり(経堂支部) 

④ わんぱく相撲(青年部) 



 

5) 中学生の職場体験支援 

6) 環境問題への貢献活動 

① 環境セミナー 

② 地球温暖化対策報告書制度 

7) 福祉作業所支援活動 

① 作業支援 

② ふくふくスタンプラリー 

 

 (4) 公益事業等を補完するための収益を得る事業(収 1) 

1) 簡易生命保険団体保険料払込制度に係る集金事務 

2) 健康診断等の斡旋等 

 

(5) 会員の交流・福利厚生に資するための事業(他 1) 

1) 新年賀詞交歓会 

2) 企業交流会 

3) 支部・部会懇談会、新年会等 

4) 支部移動研修 

5) ボウリング大会 

6) 家族会 

 7) SKT連絡協議会 

8) 経営者大型保障制度の普及促進 

9) がん保険制度の普及促進 

10) 貸倒保障制度の普及促進 

11) 納税表彰式 

12) マル得ガイド 

13) 健康セミナー 

 

(6) その他当会の目的達成のために必要な事業(法人) 

1) 年間を通した会員増強運動の推進 

2) 通常総会の開催 

3) 正副会長会議の開催 

4) 常任理事会・理事会の開催 

5) 支部長会議 

6) 委員長会議の開催 

7) 全法連・東法連の諸会議への出席および関連事業への協力 

8) 北沢税務懇談会への参画および関連事業への協力 


